
関東財務局におけるヤミ金融への対応について

出典：警察庁「生活経済事犯の検挙状況等について」

無登録業者（ヤミ金融）に関する情報を把握した場合には、

① ヤミ金融業者に対し、直接電話で警告
② 当局登録を詐称している業者の情報を当局ホームページに掲載
③ 当局登録を詐称している業者のホームページ削除を警察当局に依頼
④ 関係先（警察当局・各消費生活センター等）に情報提供

する等の取組みを行っています。

ヤミ金融業者への対応状況（ 監 督 指 針 に 基 づ く 対 応 ）

●ヤミ金融被害未然防止のため、関東財務局では、以下の取組みを行っています！

利用者等への対応

ヤミ金融業者への対応

無登録で貸金業を行っている者に対する電話警告等

利用者の方々からの相談や注意喚起のための広報活動等
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○悪質な業者への電話警告数
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○当局ホームページへの掲載件数
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○インターネット上のヤミ金融業者の広告削除依頼件数
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【参考】ヤミ金融業者の警察検挙件数
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○無登録業者に関する情報受理件数


